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山）保障上限塁   

○㈱壷㈹冊）を、例えば過当たリ2～3区分程度  
を月単位で判晰する．  

立通ほ五廻摘几椚軸』進数訝るべきであることを鑑五え、就労疇圃   
と過軸した適切な保   

象互生醜上l迎垂⊥－  

L皇誼吐乳を過去五割週⊥超過遡j鮎亘キ岨ユ＿上里土塁鰻重崖¢あ  

監畳坦l圭棚里隠避j‥一主る／ヾき子とも（増子射蓮、虐待掛かと二iカニ  
旦拠肛むL  

丁二地主二 

施し、その旨の卿   
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いない者）に係る情報開示を行う仕組みとする   

二 需要を明確†とする＿とともに」塞遡的に必割出遡足さ並立皇と．も仁  

ついて、公的保育を受けることができる地位をイ寸与するし例外ない保  

室保障）  

生し」臣亘軌主星迫星宣む仁重当な哩屯立上虐女王埴生ゝ虹〕上⊥山墜生蜘⊆剋   
閂確保さ吐息±呈王上も旦！重畳愛ム蓮透旦誕生＿＿  

井：」母二F家庭等■こついては、優先的な利用確保そのイ鵬己慮が必要である   

虹） 

＿，▼ 

』娼旦劉鮎出班遇腹鼓虹求職者等）、」弧利用肝促す上皇王＿ど丘  
▼－  （母子家庭・虐待∃碑   
上で、1岬を亘鑑仁王る（人口減少埴些1⊆羞且尋   
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㈱掴l）  （⊃㈱  
」」亘瞳埋盤堂畳に対して旦亜畳量⊆直上土盛塁畳屋遡脳ヱ透」  

＿＿  

⊥ ▼＿ ＿ 
宣を判軌」  

Ⅷ引ニ対しても必要†生を認める∴   

9 ▼「＿＿ 
l主2邑王立凰堅旦亀 ▼  

㈱喚脚  

Olか業主婦家庭に対してもー定量の－・l耶如、りを保障する   

∴1」監星組t；剋但並医王上皇三上i⊥旦王室塵」塵盟旦剋喜1＿1週止定＿完選  

が供給を上回る地域における対象都岬冊   

脚劉生の・脚  
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さらに検討する  リ方については   

土 ＿＿ 
点も踏まえ、負担のあり方を併せてl串討する  

∨）優先的に利用権促されるべき子どものための仕組み  
旦】㈹tるべきモども（母王室直」星廷旦岨」；ユいエ   

は、市椚寸寸が保育の必要性・星の判断と併せ、優先度を判断する  

仁一 保育所に、托紳す   
七ともに、優先的に利用確保されるべき子どもから、受入れを行う優先受  
入義硝を課す  

立 ▲ 
いては、市町村が保育の利用申込みの和琴苧l三千り 

． 

…▼ （⊆うした市町村としての公的関与の中で、虐待制帽についてL坦蓮週  
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阻吐旦蛙王立尋1牡†壬与りモ壬生些鼠三三上ユニプJ三垣切1≡二王ない宣しユり揖：どl三′   

虫坦塁三重金 一  

低所得者、障吉なと在野由に、事業者の不適切な道雄＝二より、サービス   

皐仁‾三しニュ王 ＿ 

l‡j）利川壱の手続則坦や一差←育所の∃う子完餌勘二対する紀応  
利用者の申込み手鏡や、事業者の募集・選考等の円ナf∃‥公里皇室右腑）、  

Fりmができなくなることかないよう、公止な選考を促悼寸る仕組みについ  

て、壬一うJ三蛙責   

L」雲韮蠍主剋馳拉萱三Lゝ息づ宣子ともか竺ミ≡景〔勺1主監しヒ4買主1旦監珪哩軍   
縮保錆についてさ■うに極討  

や、靖三者によるコ叫ティネートの仕組  市咽  

みについて、さらにlや討する  

3）参入の仕組み  

＝参入の基本哩吐退塾   
蛋の確作された保蔓所のスヒート感ある拡充か図ら直るよう、市…‖寸が保   

育の費用の支払い蒜筏を負う対等となる保育所の判l川は、最低基準により■だ．■   

観的に行われるJl紺みとする このため、宮硯的基準（最低基准1による指   
定剋主星主上上コ 

虹L坦り⊥基ム豊危生する施設竪岨適塾  

施設豊†品質（減l刑責却掛については、道営字引二相当■錘の上熊せを瞳討す  

しL、■ ＿．   

明地助や、㈱出立壁   

用等の補助は維持する．   

）′！））l欠Hる」という棋譜の見迫L  

一一川上旦毒J地上上⊥亘理鼓し；2＿じ二〔さ」皇11呈週⊥姓互生必要上旦む互ヱL   

今後塑性産別塵担養（三ふ旦」ヱ亡．いも些1二見」卓う二⊆上土す旦＿、  

三1乱臣旦堤旦阻止坦卑  

し迅坦捏埋旦塵杢岨吐処女  【  
Q▼塞姐阻1三姐生壁馳き′奥王4吐こ王とも1主▲三Ll三ゝ＿公地」呈喜を受け丘主上赴  

できる川日立旦且呈する．（」刈ク艮≦上腿れた公的据眉の保障）  

Q亙11】1盟仁」蛙貴重迫豊±＿互廷と五⊆旦些姐地主也」姐董史上三  

保膵されるための実施責務岬下の内容）を法制度上課す  

ア） 各組約に住吉の必姿性がや‖Ⅲされた子ともについて、蛋の確保され   

二豊迭迫旦旦蚤些旦鑓聖堂辻皇塩吐息′辿良性皇室盟 

＿▼   

虹し逆営費の快途制限  

磯行う 

社会福祉法人去喜＝む華のぶ別別こついては、指導監督の櫛慢性が確保てき  

為政とjカ1豊里盟皇も豊担」宣1皇抵皇塩記す旦  

質素の流出の妥当性等の観点も含めさらに慎重に伏討する  

⊥」鼠邑土壁些道二主左包影笠」三＿フし＼L三色G彪蚕互遮選ヱ＿あ旦  

た公的保育を更けることができる地位を付与（也サトない貰の確保された   

公凸班已皇軍▼堤燈L  

：f⊥一旦岨た公坦幽墨旦岨1蛙亙型必劉生の認定   

【 玉堂」ナた子とも塾互助監」監組亘1j軋塑造宜空五重丘，逸上⊥畳宣⊆廷   
の咽   

き醐臼  

ウ1遡旦皇箆旦過戯」他者上耳鼻盈⊆董」土肥邑生公的控貞  

；旦互垂重盗1  

壬⊥」対隷a数狙坦真．払上ユ農逃   

【叫 両耳り川方式  

市Ilり付か、利用者と僅菖所に対し、上記ア）・㌧工）の公的手引壬を果たす三  

豊坦建他狙吐劇但童女捏呈直上公岨臥蔓里拉皇崖（し圭り▼向丘う鎧蜂  

1主する▲L迦上皇三遷異見1＿  

⊥⊥地旦  

なゴミ姫里た些し市町甘些坦与＼？⊥j自主宣も告げ〕た∃ニテ】′ネニ±旦些二Ll遡  
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墨の腋不的損充に惜し．ての f質lの担悍・指導  lV）多様な俣牒主件の手入や、  

監些  
（つ 突然の撤退等により子ともの躁茜の碓操が担】靴となることがない。j二う   

左遷畳J他室些J監坦旦埜¢塵吐圭⊥出旦β旦皇堅塁づ互さ里整登1主き」す旦望吉   

止のあり方キ1について、さ・うに瞳討する   

色＿睾たゝ公費仁」；冬締付塑連荘蛙与推理すう美ぜ甚巧虻攫津巧ウニついて  
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重しさ ＿▼＿ 保育を血接受ける子どもの視点左いかに担悍でき  皇女上⊥t＿う睨泉†三重与  

新しい躁高所保育指針に示された保高を真に実現するために、保育の貰の  
艶且二白土皇国二L王⊥1ゝ与とか必要三血豆＿＿  

調子どもとと引二組が成長すること  

の支援、二㈱   

謹者と保育所がともに手どものことを考える矧貞、保護者の満足感等の視   
点も重要である   0㈱  
要であり、解   

くことが必要である   

旦」出生上＿＿塵豊児旦受け入れの増迦」二△絶家庭の増加篭」羞塵  
環境㈱   

応した探宵の贅の向上（職員配置、保育士の処遇、せ門性の確保等）につU  

ヰー 最低基準  

㈲とし、保高の   

賃を肺促する．  

ふ 費用設定  

よを岨助盟主剥製毒虫坦盈L互生定旦亙」⊥公吏鉄也L  

M用量し寒剋盟量王追払i必要量）仁応旦た月額単価設定を基杢と上ユ⊇ゝ  

安定的運営に配慮する、ノ  

E墜土塁二蛤生配慮を基本I二、今後、   のあL」方について  とiに、さら遇皇返誼王立 

▼＿  

て、財源確保と   

具体的なあり方を検討する．また、利用者負担の水準の決定は、回の定める   
塾華旦工」務炭塵兜渥Lう▼旦錮1三jii五史上互旦⊥   

立」」迦吏！二二旦互1迎ユ壬旦岨迫設窒阜吸堅遡上】J三二三リエ⊥旦う▼1ヨ卓遥もす冬＿  

L選脚こ責任を互生る市町村が馳  ために取リ  
ことや第三者評価も含めた各保育所の運営の検吉山・評価の取組を進めるこ   

土屋 ＿ 

⊥鑑査旦旦旦進級・槻去⊥迂亜過勤皇⊥盛上L鑑真   ±土子と㈱・点蟻   
できる什組み、保育士卿できる   

保高士の吉成・研修、保育士の特性と能力を最大限発揮するための岨鳩の   
マネジメントなども重要である   

○僻   

岨土モ⊥土地山地⊥」蛇   

腹責± ＿ 
るためにも配置基準の見由しについて、財源碓保とともに、さらに詳甜を  

l離L   0凋ヨし   
玉堤Lい埋却」旦真也〔馳三地主皇呈1逗；旦ゝⅣ処遇旦星立腹せ王＿蓮華て   

い〈ことについて、財源躍操とともに、さらに詳州を検討する   

三・墨の抜本l■tノ油i、充を進めるに当たり必要な保育土の計画的養成につき、さ   

址」夷言寸する  
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・6・費印の支払い方法  （⊃脚  
立」製担虹連出旦旦虹．他姓旦基些史王」顔j旦皇遭渥  

Lき五重軋坦⊆旦ヒ規を」  ○卿）か異な  
良土足i監育胱手ともの保育が確軋三水包よ  i」地さ具体  
坦㌫む邑鵬程執筆ユ．‖を主立過払   

二7′瑚）向土  
⊥⊥▲歴世旦準地方  

．＿  

脚埋鮭三並五郎な異辿．1拙て、旦虹らすゝ  

＿  

虞但阻聖水漫批をで垂ゑ∴   

」L」蛙責の芸如）具咤迫出土   

（二】テとも（P最薔の利童重昭埠し王とこもゃ健やか毎をち長与緩耳冬たや、  
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二三・研嗅劇壇0三通建章坦吐起1；当た二っては、ゝ貢貫空腹毒所∫り卓立ら享二遷旦ヱ1   

址宣埴選基箪宣堕、地建艮但壬・ユノ三上旦埋置庄阜旦E封1てiiテも型±．すふ   

劫正史さ′う，仁底紆打L   

しL二 

推量里貴か子ども牡蔓旦丘与ふ垂還ま茎き臼三三じ王、一旦呈軋・，．基址l見な轟   

血・研究により、糾続l伸二晶鉦を行っていくーし細みをl掴毒する  

吋〕早班∴空位牡責  
里軋こ迭1辿旦岨酎；ユ〔1亡杜－▼モ叫引去生置ほみ、更警な基準1にプい   

て、さらにlリ1討寸■る  

9∴牡墜やど亡蔓性盤2牡とL」旦±   

人口減少1掛域における生活圏域での保育低能の継続的維持を図るため、以下   

が必要であむ」  
l〕小用惧サービス川里の創設   

」二！1■⊥しLl止j；＿こし三三∴土ユ十址⊥＿；」′∴J∴1」リトさ虻立エ「し∴111上j＿い岨ミ   

旦．竜」＿   
±必要な基準笠仁？上▲、て埴土、さ主1三越表すを   

ll）多は節理甥支揉  

瑚弓L上け  
し⊥遥旦生姐魁駈班遅旦亘L土旦  

【▲，～．  

ロ＿昼匝豊里生地主上た塵叢を堂埋旦重払いの軍旦と五重主と皇室華美す  

0 認可外保育場設を呪に利用している子どもを含め、すべての子ともに爬  人口減少地域において、保育所か、川ユ域子育て文様拠点や児童鵬、放課後  

児童クラブなとの役割を併せて一室」う 博明溜理」を支援することにより、地  

些嬰主星三重監粧ゝ▼さ三上上地理赴呈嬰睦と±工旦坦剋重旦とj主  
ヒ皇室瀬する  

必要な韮華半に∴いては、さらに匝討するし  

やかな育ちを悍晒する観点から、最低基準への  け、一定水準以上   

の施設に対して、【定期間の繹遡航な財政支ほ（最低基準到達支援）か必   

要三塁皇」▼  

との水準の施設まで蛙一馴勺な最低基準到達支ほの対克とするかはさら   

題ます三L  

踊旦」   

土星蛙塾生む旦たす温室型呈卿最低些  

！il）人口三J．乙屯少地域にJ封－】る保育陳情のあり方  

ノ＼ロ減少‖阻む剋＿＿監事廻1坦1tきた抜放嬰思せ道上コゼて】  
認定こども園の試用等も含め、さらにlタさ討する  

堂」三引兼な保育サニ上ヱ  

⊥⊥．＿旺旦風量⊥旦剋」旦払姐責⊥二出払担l  
⊂個  

り、曜日や帖間端を問わす、個．ノ＼に必要な悍告量が認められ、また、市町  

を満たし得な   ってもなお、給付対藷サービスのみでは  里剋達三選旦巨  

蜘討す  

ヽ「  

9＿造型芝上組蔓延長泣重量弧二魁旦吐ヱ⊥拠剋両県の指導覧豊の盤起  

とともに、11b域内のすべての保盲従車台を対象とした研修の実施や、jlしl域   

内の認可保苔所や子吉て支援に関わる者とのネ・ニ珊   

寸‖二連脚   

11⊥赴過埋±二王三相里の創造   

速度的劇眉⊥脛扇子耳l且封二加え」剋たをノじ現世既着サニヒ旦4日聖を創   

設する  

壬拉旦邑些墾凪匹室払戯  となる保育所の  班姐旦さj⊥Jユfワ   

とおり最低丑非により各組的に行われる仕組みとする   

∵⊥ 

いて、さらに庚討する  

刊川着かl限ら二†し ■需架か分散しているために、封fl冒鋸軒斡位でニスに   

担昼耳遠主上⊆遁辿ヒ迫か亙五言と虹・主上利別阻㌶甚、て、選塑施揖是担た  
買として、言摘帖沌虻灘  公的  保育の代将の責手篭の  盟鈍重丘ヱ＿比用みをさ   

さらに傾討する  らに瞼討する   必要な基準引二ついては、   
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▼＿＿ 二…二児童土旦む全身I）芳⊆圭り】運上坦j壬生拉では苛堅か車上卓立立上」山埜仁  

おける実施方j，いこついて、さ・らに検討する  
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を図っていく上で、財源面についてどのような仕組みとすることが適当か、   

検討の必要がある。   

⑥ 放課後こどもプラン（留守家庭の子どもの健全育成を目的とした「放課後   

児童クラブ」と、すべての子どもを対象として安全・安心な子どもの活動拠   

点（居場所）を設け、様々な体験活動や交流活動等の取組みを推進する「放   
課後こども教室」を、一休的あるいは連携して実施する総合的な放課後対策）   

を推進してい〈上で、両事業の一体的な運営を行っている場合の制度上の位   
置づけ（人員配置や専用スペースの基準等）をどうしていくか、検討の必要   

がある。  

、・・う一∫ミ㌔セド㍗ト、ニ・・ミ∴・い「二 

史 

○ 放課後児童クラブについては、保育所を利用していた子ども等に対し、小学   
生になった後においても、切れ目な〈、保護者が働いている間、子どもが安全  

に安心して過ごせる生活の場を提供する基盤となっている。一方で、全小学校  

区のうち、約3割が未実施となっている。こうした状況を踏まえ、放課後児童   

クラブについては、次世代育成支援のための新たな制度体系においても、両立  
支援系のサービスとして不可欠なものの一つとして位置づけるペきであるが、  

現状については、関係者の意見を踏まえると、以下のような点が課題となって  
いる。  

①保育と同様に、女性の就業率の高まりに応じて必要となる大きな潜在需要に  

対応した放課後児童クラブの量的拡大を抜本的に因っていく上で、場所の確  

保の問題、人材の確保の問題をどうしていくか、検討の必要がある。  

②放課後児童クラブについては、現行法制度上、市町村の事業として実施され  

ており、また、その実施については市町村の努力義務として位置づけられて  
おり、その実施状況には地域格差が見られ、利用保障が弱い。そして、利用  
方式については、地域によって、市町村がサービス決定しているケースと、  

実施事業者に直接利用申し込みを行うケースが混在している。  

このように、同じ両立支援系のサービスである保育とは大きく異なった法  

制度上の位置づけとなっているが、新たな制度体系において、法制度上の位  
置づけの強化について、どのような対応策が考えられるか、検討の必要があ  

る。  

③対象年齢について、現行制度は小学校3年生までを主な対象としているが、  
小学校高学年も現に一部利用がされている現状があり、制度の対象年齢につ  
いてどう考えるか、検討の必要がある。  

④質の確保については、「ガイドライン」を発出しており、望ましい規模、開  
所時問等について示し、また、国庫補助基準上、一定の条件を課しているが、  

保育所のような法令に基づく最低基準は設けられていない。放課後児童クラ  

ブの質の確保について、新たな制度体系において、どのような基準の内容を  

どのような方法で担保してい〈べきか、検討の必要がある。  

⑤国からの補助の財源は、児童手当制度における事業主拠出金を財源とした、  

裁量的な補助金と位置づけられている。また、現在の国の補助基準額とクラ  

ブ運営に係る費用の実態とに禾離があり、指導員の処遇が厳しい状況にある  

という指摘もある。サービスの利用保障を強化し、また、抜本的な量的拡大  
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（2）新たな制度体系における方向性   

○ 放課後児童クラブについては、保護者が働いている間など、子どもが安全に   

安心して過ごせる生活の場として、子どもを預かり、健全な育成を図る事業で   

あり、就学前の保育と並んで、小学校就学期の両立支援系のサービスとして不   

可欠なものであり、卿とな〈、全国的l；琴鱒斗ていくづ   
きである。都市部に限らず地方も含め、就学前の保育から切れ目のないサービ   

ス利用が可能となるよう、質の確保を図りながら、低学年を中心としつつも小   

学校全期を対象として量的拡大を図っていくことが重要であり、このような観   

点から、新たな制度体系においてイ立置づけていく必要がある。   

○ 量的拡大を図っていく上では、まず、場所の確保が欠かせない。特に、小学   

校は、移動時の事故等の問題もなく安全・安心であり、校庭などで他の子ども   

たちなどと触れあうこともでき、引き続き、その積極的活用を図っていく必要   

がある。   

○ 大幅な量的拡大を図っていくためには、人材確保が重要な課題である。現在、   

従事者の勤続年数が短い、指導員の処遇が厳しい状況にあるという指摘も踏ま   
え、財源の確保と併せ、人材確保のための職員の処遇改善等を図っていく必要  

がある。  
その際、地域ボランティア、定年退職者など、多様な人材の参画を求めてい  

くという視点、一方で、指導員と子ども、保護者との間で安定した人間関係が   
築けることがサービスの性格上望ましいという視点に配慮することが必要で  

ある。  

○ 子どもが良好な環境の下、放課後の時間を過ごせるようしていくべきこと、   

障害児の利用にも積極的に対応していく必要が高まってきていること、現在の   

国の補助基準額とクラブ運営に係る費用の実態とに帝離があるという指摘な  

：iニi  
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どを踏まえ、サービスの質の維持・向上を因っていく必要があり、財源の確保   

と併せ、そのための基準の要否、そのあり方、担保の方法を検討していくべき   

である。  

その際、大幅な量的拡充を図っていく過程であることや事業実施の柔軟性と   
いった観点も併せ考える必要がある。  
また、指導員の養成、専門性の向上に向けた研修の強化を因っていく必要が   

あるとともに、事業に関わる者すべてlこついて障害児を含めた子どもとの関わ   

りについての研修機会の確保など条件整備をしていくことが重要である。   

○ 以上のような量・質両面からの充実を図っていくため、必要となる制度上の   

位置づけ（市町村の実施責任、サービス利用方式、給付方式等）及び財源のあ   

り方を、さらに検討していくべきである。  

その際、サービス利用保障を強化するための財源保障を強化をする場合には、   
財政規律の観点からの一定のルール（※）が必要となると考えられることに留   

意が必要である。   

※他の制度例では、サービスの利用の要否に係る認定の制度（保育の場合は   
保育にかけるか否かの判断）、給付の限度額の設定、サービスの利用量に応じ   

た利用者負担などがある。   

○ 放課後児童クラブと放課後こども教室との間の関係については、連携を一層   

進めていく必要があるが、一体的運営については、放課後児童クラブを利用す   

る子どもは保護者が働いている間は家に帰るという選択がないことに十分配慮   
する必要があり、一方で、いろいろな子どもとの遊びの機会、サービス利用の   

自由度、効率的な事業実施といった観点から一体的運営に利点がある場合も考   
えられ、放課後こどもプランの実施状況などを十分踏まえながら、対応すべき   

である。  

3 すべての子育て家庭に対する支援について  

ヨiE 矧日㌫ 卜伝跳音節  

○現行制度では、すべての子育て家庭を対象とした各種の子育て支援事業の実   
施は、市町村の努力義務にとどまっており、その実施状況には大きな地域格差   

が見られる。一方で、核家族化や、地域のつながりが希薄化する中、3歳未満   

の乳幼児を持つ家庭ではその約8割の母親が子育てに専念している現状にあ   

り、とりわけ専業主婦の子育ての負担感・孤立感が高まっていることも踏まえ、   

これらの事業の充実を図っていくことが求められているが、新たな制度体系に   

位置づけて行くに当たり、以下のような課題がある。   

①選亘の必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件）の検討において、公費に   

よる給付の公平性の観点からも、専業主婦家庭に対する保育あるいは一時預か   
りの一定の利用保障が行われるべきという議論への対応の必要がある。  

また、育児疲れの親の一時的なリフレッシュ、子どもにとって友達や親以外   

の大人とふれあえる機会となるなど、一時預かりに寄せる子育て家庭の期待は   

高く、また、子育てに専念する親が一時預かりを通じて保育への理解を深める   

ことにより仕事と子育ての両立の途に踏み出してい〈という意義もあり、これ   
らの需要に積極的に対応していく必要がある。  

一方で、保育所における一時保育は、待拙児童の問題の影響もあり、短時間   

労働者の規則的な利用の受け皿となっている場合が多く、通常保育の受け皿の   

拡充により、本来的な機能を発揮しうるようにしていくとともに、一時預かり   
の場の広がりの必要がある。   

②一時預かり事業に対する国からの補助は、児童手当制度における事業主拠出金   

を財源とした、裁量的な補助金と位置付けられている。サービスの利用保障を   

充実し、量的拡大を図っていく上で、財源面につきどのような仕組みとするこ   
とが適当か、検討の必要がある。   

③乳児家庭全戸訪問事業・養育支援訪問事業や、地域子育て支援拠点事業は、子   
育ての負担感・孤立感を軽減し、虐待の防止にもつながる重要な意義を有して   

いるが、こうした事業の取組の促進をどう図るか、検討の必要がある。   

④その他多様な子育て支援事業があるが、地域特性に応じた柔軟な取組を尊重し   
つつ、積極的な取組を促すために、どのように支援してい〈か、検討の必要が   

ある。   

⑤一時預かり事業や地域子育て支援拠点事業等、各種の子育て支援事業の量の拡   
充に向けた担い手の育成をどう図っていくか、また、質の向上に向けた担い手   
の研修やバックアップといった取組の強化が必要ではないか、その他、各種の  
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子育て支援事業の質の向上をどう図っていくかといった点について、検討の必   

要がある。   

⑥ 保育をはじめ各種子育て支援サービスの利用に際してのコーディネーター的   

役割の必要性も踏まえ、親の子育てを支援するコーディネーター的役割につい   

て検討の必要がある。  

されている。  

また、子育てや子育て支援するサービスについての理解を助け、実際の地域   

の子育て支援サービスにつなげていく機能、さらには、保育をはじめ具体的な   

サービスの利用調整機能などを包含した、子育て支援の「コーディネート機能」   

を実質あるものとして位置づけていく必要がある。  

その際、市町村、保育所、地域子育て支援拠点など、地域の実情に応じた担   

い手、関係機関の連携といったことに留意しつつ、さらに検討していくべきで   

ある。   

（地域子育て支援拠点事業等）  

○ 在宅子育て家庭を支援する地域子育て支援拠点事業は、身近で気軽に利用で   

きるよう量的拡充を図ってい〈必要がある。また、子育て家庭のリスクにもき   

め細やかに対応できるよう、全戸訪問事業をはじめとして地域の様々な子育て   
支援の資源と連携しながら、地域全体が子育てに関われるような支援となるよ   

う、ネットワーク化をはじめとした機能の充実を図っていくことが必要である。   

（その他地域特性に応じた多様な子育て支援の取組）  
○ その他多様な子育て支援事業に関しては、地域特性に応じた柔軟な取組を尊   
重しつつ、積極的な取組を促す支援、各種の子育て支援事業の量の拡充に向け   
た担い手の育成、親がやがて支援者側に回れるような循環を生む環境作り、質   
の向上に向けた担い手の研修やバックアップといった取組の弓削ヒなど、さらに   

検討していくべきである。   

（子育て支援事業の制度上の位置づけ・財源のあり方）  

○ 以上のようなすべての子育て家庭を対象とする子育て支援事業を充実してい   

くため、必要となる制度上の位置づけ及び財源のあり方を、介護や障害といっ   

た他の社会保障制度の例（一部の事業について市町村の必須事業としての位置   

づけ、市町村が事業実施しやすい費用負担のあり方など）を参考にしつつ、そ   

れぞれの事業の子育て支援事業全体の中における意義や位置づけを整理しなが   
ら、さらに検討していくべきである。  

（2）榔三  
（全体的な方向性）  

○ 乳幼児のいる専業主婦をはじめとする子育て家庭の子育ての負担感・孤立感   

を解消していくため、保育、放課後児童クラブといった仕事と子育ての両立に   

関わるサービスの充実とバランスよく、すべての子育て家庭を対象とした各種   
の子育て支援事業の充実を図っていくことを基本に、これらの事業を新たな制   
度休系に位置づけていく必要がある。   

○ その際、事業を実施していくに当たっては、保護者、祖父母、地域住民、N  

PO、企業など、多様な主体の参画・協働により、地域の力を引き出して行っ   
てい〈べきである。  

また、サービスの担い手としては、従来の半公的主体以外にも、広く多様な   
主休の参画を進めるとともに、地方公共団体における施策の決定過程やサービ   

スの現場等においても、親を一方的なサービスの受け手としてではなく、相互   

支援や、サービスの質の向上に関する取組などへ積極的な参画を得る方策を探  

る等、全員参加型の子育て支援を実施していく必要がある。  

（一時預かりの方向性）  

○ （1）（Dで整理されるような課題に対応した一時預かりサービスの保障充実   

の必要性にかんがみ、必要となる制度上の位置づけ（市町村の実施責任、サー   

ビス利用方式、給付方式等）及び財源のあり方を、さらに検討していくべきで   

ある。  
また、地域子育て支援拠点事業とともに一時預かり事業を行うことの意義、   

事業運営の安定性の確保、近接するサービス（ファミリーサポートセンター、   
ベビーシッター等）との関係の整理、地域の実情に応じた柔軟な取細の支援な   

どを考えていく必要がある。   

（情報提供・相談援助や「コーディネート機能」）  

○ 地域の中で子育てが孤立せず、子育ての楽しさを実感できるようしていくた   

めには、乳幼児を持つ親の成長の支援も含め、子育ての情報提供や相談援助機   
能がまず重要である。先進的な取組として、すべての子育て家庭が、希望する   
保育所へ登録し、相談援助機能等の多様な支援を受けることができる取組もな  

；】6  

（3）経済的支援について   

O 「基本的考え方」や社会保障国民会議の最終報告における指摘も踏東え、緊   
急性の高さや実施の普及に時間がかかることを考慮し、とりわけサービス（現   

物給付）の拡充に優先的に取り組む必要があることに留意しつつ、育児休業の   

取得促進にとって重要な育児休業給付、児童手当や税制上の配慮も含め、子育   
てに関する経済的支援の充実も、引き続き検討していくべきである。  

：う7   
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O 「基本的考え方」においても確認したとおり、また、社会保障国民会議の最終   
報告における指摘も踏まえ、以下のような点について、引き続き検討していく必   

要がある。   

・少子化対策は我が国の社会経済や社会保障制度全体の持続可能性の根幹に関   

わる国家的・緊急的課題に対する政策であること、我が国の次世代育成支援に   

対する財政投入が諸外国に比べ規模が小さいこと、新たな制度体系の実現には   

財源確保が欠かせないことなどを踏まえ、一定規模の効果的財政投入が必要で  
あること。そのために、必要な負担を次世代に先送りするようなことがないよ  

う、税制改革の動向を踏まえつつ検討を行う必要があること。   

・新たな制度体系の費用負担のあり方については、社会全体（国、地方公共団  

体、事業主、個人）で重層的に支え合う仕組みが必要であること。  

■ 全国に共通する基幹的な次世代育成支援策については、国が基本的設計を行  

うとともに、その施策ごとの費用を、国と地方公共団体の最適な負担を検討し  
ていくべきであること。   

・自治休間でのサービス内容・水準の不適切な地域差が生じることがないよう、  

厳しさを増す地方財政への配慮が必要であること。また、公立保育所の一般財  
源化による影響を踏まえた議論が必要であること。   

・事業主の費用負担については、事業主にとって次世代育成支援が持つ意義を  

考慮するとともに、働き方と関連の深いサービスなど、個別の給付tサービス  

の目的・性格に照らし、受益と負担の連動を考慮すべきこと。  

利用者負担の負担水準、設定方法について、低所得者が安心して利用できる  
ようにすることに配慮しながら、今後、具体的な議論が必要であること。  

・ 多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきであること。   

○ また、財源の程度と政策のプライオリティ付けは相関関係にあり、給付設計を   
考えていく上でも、財源についての議論を深めることが必要である。   

○ さらに、働き方の見直しと新たな制度体系の関係性の深さにかんがみ、例えば、   

事業主拠出を求める場合に事業主の働き方の見直しを促進するような仕組みの検   

討なども引き続き進めるペきである。  

：う9  

4 情報公表・評価の仕組みについて  

（1）情報公表について  

○ 乳幼児全戸訪問事業等を通じ、すべての子育て家庭に、早期に、市町村内の   

子育て支援の取組みが概観できるわかりやすい情報が着実に提供されるよう、   

市町村の取組みを促進していく必要がある。またその上で、情報が必要なとき   

に容易に入手できる環境整備を、子育て支援のコーディネート機能の仕組みの   

検討と併せ、検討していく必要がある。   

○ 利用者のより良い選択、情報の公表を通じたサービスの質の確保・向上等に   
向け、職員の雇用形態や経験年数等を含め、サービスの質に関する一定の情報   

について、事業者自身による情報公表の仕組みとともに、公的主体が事業者か   

らの情報を集約して、客観的にわかりやすく情報提供する仕組みを制度的に位   
置づけ、具体化していくことを検討していくべきである。   

（2）評価の仕組みについて  

○ 質の向上に向けた取組としては第三者評価があり、個々の事業者が、サービ   
ス提供における問題点を把握し、質の向上を図っていくために重要な仕組みで   
ある。また、対人社会サービスは情報に非対称性があることも踏まえ、評価結   

果の公表等により、利用者の適切なサービス選択にも資するものとしても、一   

層の充実が図られることが望まれる。第三者評価のあり方、受審の促進方策等   
について、さらに検討していく必要がある。   

○ その際、子どもの健やかな育ちの視点に立った評価方法を考えていく必要が   

あること、自己評価なども含め保育の質の評価のプロセスを日常的な保育の取   

組みの中に取り込んでいくことが望ましいこと、評価機関自身の質の確保を因   
っていく必要があること、認可外保育施設も含めた受審促進が適当であること   

などに留意が必要である。  

司  
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削除：○ 新たな制度体系には、  

・「包括性・体系性」（様々な考  

え方に基づく次世代育成支援策の   

包括化・体系化）、  

・「普遍性」（誰もが、どこに住  

んでいても、必要なサービスを選   

択・利用できる）、  

・r連続性」（育児休業明けや小  

学校就学など、切れ呂無く支援さ   

れること）   

が求められるところであり、こ  

うした要素の制度設計上の具体化   
についてさらに検討を進める必要   

がある。  

匪画∃  

以上、保育を中心に、議論の中間的なとりまとめを行ったが、新たな制度体系   
としては、未だ検討しなければならない課題が多く残っている。  

新たな制度休系には、  

・「包括性・休系性」（様々な考え方に基ウj次世代育成支援策の包指†ヒ戯⊥  

．・こ＿デ、加ど、  

O 「多様な主体の参画・協働」、母子家庭や、障害のある子ども、社会的養護を必   

要とする子どもなど「特別な支援を必要とする子どもや家庭に対する配慮」のテ   
ーマについては、「基本的考え方」を踏まえつつ、新たな制度休系の声計に向け今   

後さらなる検討を進めるべきである。   

○ また、「基本的考え方」でも指摘したとおり、少子化の流れを変えるため、子育   
て支援に関する社会的基盤の拡充とともに、車の両輪として取り組むべき「仕事   

と生活の調和」の実現に向けた取組を引き続き進めるとともに、新たな制度体系   
の畏計に当年っても、その両者が密接に関わる点を十分に意識しながら検討を進   

めるべきである。   

○ すべてのサービスを通じ、限られた財源を効率的に活用していくため、既存施   

設等の資源を、最大限有効利用していくべきである。   

○ また、本部会は、必要な財源の手当を前提として、大きな制度設計を行うこと   

をその任務としているが、その検討の過程である本報告書の中で指摘した事項の  

を選択・利用で  どこに住んでいても、必要なサービス   ⊥蓮塵蛙」＿上進皇吐  

・「連続性」（育児休業明けや小芋校就芋など、榊L  
が求められるところで塵づ 

逸誼互造型旦必要があ五  

木報告を踏まえ、税制改革の動向も踏まえながら、引き続き、速やかに検討を  
進めていく。  

改ベーシ  

し丁ミいT・・  

（車重二≡≡≡  
中には、以下の事項のように、  制度体系の始動を待たずに、できるところ  
から進めていくべきものもある。   

⊥王鼻三重脚立   

らず、欄研  

修、各種子育て支援の従事者の養成等）  

・瑚   

2止  

・保育所を噂Jめとする地域の子育て支援関係者間での情報箆互   

二王酬引こ入手できる環境整備   笠  ＿  

また、社会保障国民会議において示された運用改善事項や、全国の先駆的な事  

例も参考に、できる取組を速やかに進めていくべきである。   欄L新たな制度休系  
旦掴）、  

活用できる現行の枠組みを活かし、計画的に進めていくことが求められる 

削除：地方公共団体において、  

削除：よる子育て支援の従事者に  

対する研修などの質の向上の取組  

や、地域の子育て支援関係者のネ  

ットワ【ク化．子育て家庭が必要  

な情報を容易に入手できる環境整  
備など、  
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